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第１章 教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法第 61 条及び「基本指針」において、地理的条件、人口、交通事情その

他の社会的条件、教育・保育提供施設の整備状況その他の条件を総合的に勘案し、教育・保育

提供区域を設定することとしています。 

本計画では、「幼児期の学校教育・保育の事業量」は民生委員・児童委員協議会の活動区域や

地域福祉計画・地域福祉活動計画の区域である６区域、「地域子ども・子育て支援事業の事業量」

は市全域（１区域）として、目標事業量及び提供体制を設定します。 

 

■本市における教育・保育提供区域 

 

 

 

 

資料３
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第２章 こどもの人口推計 

（１）市全体の推計 

子ども・子育て支援事業計画で定めるサービスの対象となる０歳から 17 歳までの子どもの人

口を令和２年から令和６年の４月１日現在の住民基本台帳人口を基にコーホート変化率法によ

り推計しました。 

 

 

※コーホート変化率法：同年または同期間の過去における実績人口の動態から「変化率」を求め、それに基づ

き将来人口を推計する方法。 
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① 東部第一地区 

 

② 東部第二地区 
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③ 西部地区 

 

④ 南部地区 
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⑤ 北部第一地区 

 

⑥ 北部第二地区 

 

 


